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投資信託約款変更のお知らせ 

 

 

 「NZAM 上場投信 東証 REIT 指数」ならびに「NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials」に係る投

資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】 

追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数（証券コード：1595） 

追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials（証券コード：1596） 

 

【変更の内容・理由】 

一般社団法人投資信託協会の協会規則「投資信託等の運用に関する規則」において公募の証券投資信

託に求められている信用リスク集中回避のための投資制限（第 17 条の 2）について、対象ファンド約款

に当該規定を追加する約款変更を行うものです。（詳細につきましては、次頁以降の新旧対照表をご参照

ください。） 

 

【変更と書面決議の手続き等】 

重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行いません。 

 

【変更の日程】 

平成 30 年 10 月 31 日  内閣総理大臣への届出日 

平成 30 年 11 月 1 日  変更日



【投資信託約款の変更に係る新旧対照表】 

追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 

 

下線部   は変更部分を示します。 

変更後（新） 変更前（旧） 

（信用リスク集中回避のための投資制限） 

第 23条の３ 一般社団法人投資信託協会規則に定 

める一の者に対する株式等エクスポージャ 

ー、債券等エクスポージャーおよびデリバ 

ティブ等エクスポージャーの投資信託財産 

の純資産総額に対する比率は、原則として、 

それぞれ 10％、合計で 20％以内とすること 

とし、当該比率を超えることとなった場合 

には、委託者は、同規則に従い当該比率以 

内となるよう調整を行うこととします。 

（新設） 

 

 

 



追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 

 

下線部   は変更部分を示します。 

変更後（新） 変更前（旧） 

（信用リスク集中回避のための投資制限） 

第 23条の３ 一般社団法人投資信託協会規則に定 

める一の者に対する株式等エクスポージャ 

ー、債券等エクスポージャーおよびデリバ 

ティブ等エクスポージャーの投資信託財産 

の純資産総額に対する比率は、原則として、 

それぞれ 10％、合計で 20％以内とすること 

とし、当該比率を超えることとなった場合 

には、委託者は、同規則に従い当該比率以 

内となるよう調整を行うこととします。 

（新設） 

 

 

以上 

 


